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施工者と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン（案）の 

改定について 

 

 

 施工者と契約した第三者による品質証明の試行については、「施工者と契約した第三

者による品質証明の試行について」（平成 25 年２月 28 日付け国地契第 73 号、国官技

第 245 号、国北予第 46-2 号）を通知しているところであるが、別紙のとおり「施工者

と契約した第三者による品質証明業務運用ガイドライン（案）」を改定したので通知す

る。 

 なお、改定後のガイドライン（案）は、平成２７年４月 1日以降に適用する。 

 

 


